
●人的被害

県１次配分 県２次配分 県３次配分 村１次配分 村２次配分 合計

死亡 200,000 600,000 200,000 100,000 100,000 1,200,000

重傷者 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 140,000

●住家被害

県１次配分 県２次配分
解体世帯へ
の配分(県）

県３次配分 村１次配分 村２次配分
解体世帯へ
の配分(村）

村３次配分 合計

全壊 200,000 600,000 50,000 100,000 100,000 10,000 1,060,000

一部損壊① 100,000 30,000 30,000 160,000

一部損壊② 30,000 30,000 60,000

一部損壊①は修理費用が１００万以上の場合、②は修理費用が３０万以上１００万未満の場合

解体世帯への配分に該当する世帯は、大規模・半壊世帯で住家を解体した世帯です

　　　　　(単位：円）

530,00025,000 50,000 50,000 5,000

1,060,00010,000

１月18日に県３次配分、２月６日に村３次配分が決定しました。

　　　　　　配分基準額(平成31年2月6日現在）

大規模半壊・
半壊（解体）

100,000 300,000 400,000 50,000 50,000 50,000 100,000

大規模半・半
壊

100,000 300,000


